
一
頁

○
総
務
省
令
第
百
三
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
九
日

総
務
大
臣

武
田

良
太

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
二
、
様
式
第
五
か
ら
様
式
第
十
七
の
四
ま
で
、
様
式
第
十
七
の
五
か
ら
様
式
第
二
十
三
ま
で
、
様
式

第
三
十
三
か
ら
様
式
第
三
十
八
ま
で
及
び
様
式
第
三
十
八
の
三
中
「自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。法
、

人

」
を
「法
人

」
に
改
め
、
「と

し
代
表
者
が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、
、

様
式
第
三
十
八
の
三
の
二
か
ら
様
式
第
三
十
八
の
三
の
五
ま
で
の
規
定
中
「
（代

表
者
が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
、

印
を
省
略
で
き
る

。

）印

」
を
削
る
。
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様
式
第
三
十
八
の
四
、
様
式
第
三
十
八
の
五
、
様
式
第
三
十
八
の
八
、
様
式
第
三
十
八
の
九
及
び
様
式
第
三
十
八
の
十
二

か
ら
様
式
第
三
十
八
の
十
五
ま
で
の
規
定
中
「自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。法
人

」
を
「法

人

」
に

、

改
め
、
「と

し
代
表
者
が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、
、

様
式
第
三
十
八
の
十
六
中
「
（自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。

）
」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、

様
式
第
三
十
八
の
十
七
中
「
（代

表
者
が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。

）
」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、

様
式
第
三
十
八
の
十
八
か
ら
様
式
第
三
十
八
の
二
十
ま
で
の
規
定
中
「自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。

、

法
人

」
を
「法

人

」
に
改
め
、
「と
し

代
表
者
が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

」
及
び
「印

」
を
削

、
、

る
。様

式
第
三
十
九
か
ら
様
式
第
四
十
五
ま
で
の
規
定
中
「自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。法
人

」
を
「

、

法
人

」
に
改
め
、
「と
し

代
表
者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、
、

様
式
第
四
十
六
及
び
様
式
第
四
十
七
中
「自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。法
人

」
を
「法

人

」
に
改

、

め
、
「と
し

代
表
者
が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、
、

様
式
第
五
十
及
び
様
式
第
五
十
の
二
中
「自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。法
人

」
を
「法

人

」
に
改

、
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め
、
「と

し
代
表
者
が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

」
、
「
（自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を

、
、

、

省
略
で
き
る

。

）
」
及
び
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
五
十
の
三
及
び
様
式
第
五
十
二
中
「自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。法
人

」
を
「法

人

」
に

、

改
め
、
「と

し
代
表
者
が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、
、

（
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
様
式
中
「自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。法
人

」
を
「法

人

」
に
、
「記

載
す
る
こ
と

、

と
し

代
表
者
が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。

）

印

」
を
「記

載
す
る
こ
と

。

）
」
に
改

、
、

め
る
。

別
表
第
八
号
様
式
中
「氏

名

（自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。

）

印

」
を
「氏

名

」
に
、

、

「氏
名

。氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。

）

印

」
を
「氏

名

）
」
に
改
め
る
。

、

別
表
第
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
注
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
法
人
の
場
合
は

名
称
及
び
代
表
者
名
を
記
入
す
る
こ
と

。

、



四
頁

別
表
第
十
二
号
様
式
及
び
別
表
第
十
四
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」の
よ
う
に
記
入
・
押
印

」
を
「氏

名

」の
よ
う
に
記
入

」

に
、

「

氏
フ
リ
ガ
ナ

（姓

）

（名

）

を

漢
字

（姓
）

（名

）

名
印

氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
ま
す

。

、

」

「

氏
フ
リ
ガ
ナ

（姓

）

（名

）

に
改
め
る
。

漢
字

（姓

）

（名

）

名

」

別
表
第
十
五
号
様
式
中
「自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。

」
及
び
「と

し
代
表
者
が
氏
名
を
記
載

、
、

し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

」
を
削
る
。

、

別
表
第
十
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
表
第
十
七
号
様
式
及
び
別
表
第
十
八
号
様
式
中
「自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。

」
及
び
「と

し
、
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代
表
者
が
氏
名
を
記
載
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

」
を
削
る
。

、
、

別
表
第
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
表
第
二
十
号
様
式
か
ら
別
表
第
二
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

｡

、

」
及
び
「と

し
代
表
者
が
氏
名
を
記
載
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

」
を
削
る
。

、
、

（
工
事
担
任
者
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

工
事
担
任
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
六
号
中
「
（自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は
押
印
を
省
略
で
き
る

。

）
」
、
「
（代

表
者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た

と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。
）
」
及
び
「㊞

」
を
削
る
。

、

「

別
表
第
六
号
の
二
中

（学
校
長
が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。

）

印

を
削
る
。

、

」

別
表
第
七
号
中
「㊞

」
を
削
り
、
「氏

名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。法
人

」
を
「法

人

」
に

、

改
め
、
「と

し
代
表
者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

」
を
削
る
。

、
、
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別
表
第
十
号
及
び
別
表
第
十
二
号
中
「氏

名
㊞

」の
よ
う
に
記
入
・
押
印

」
を
「氏

名

」の
よ
う
に
記
入

」
に
、

「

氏
フ
リ
ガ
ナ

（姓

）

（名

）

を

漢
字

（姓

）

（名

）

名
印

氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
ま
す

。

、

」

「

氏
フ
リ
ガ
ナ

（姓

）

（名

）

に
改
め
る
。

漢
字

（姓

）

（名

）

名

」

附
則
別
表
第
一
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
及
び
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「代

表
者
の
役
職
氏
名

印

」
を
「代

表
者
の
役
職
氏
名

」
に
改
め
、
「
（代

表
者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。

）
」
を
削

、

る
。
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一

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
九
十
一
号
）
別
表
第
三

二

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
別
表
第
四

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
六
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
及
び
様
式
第
二
中
「と

し
代
表
者
が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

」
及
び
「印

」
を
削

、
、

る
。

（
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「

。記
名
押
印
又
は
署
名

」
を
削
る
。

様
式
第
二
号
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
、
様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
、
様
式
第
十
五
号
か
ら
様
式
第
十
八
号
ま
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で
及
び
様
式
第
二
十
号
中
「

。記
名
押
印
又
は
署
名

」
を
削
る
。

（
電
気
通
信
番
号
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
及
び
様
式
第
三
か
ら
様
式
第
五
ま
で
の
規
定
中
「自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。法
人

」

、

を
「法

人

」
に
改
め
、
「と

し
代
表
者
が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、
、

（
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
二
年
総
務
省
令
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
表
の
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
中
の
別
表
第
八
号
様
式
中
「氏

名

（自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省

、

略
で
き
る

。

）

印

」
を
「氏

名

」
に
、
「氏

名

。自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

｡

）

、

印

」
を
「氏
名

）
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
一
表
の
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
中
の
別
表
第
十
二
号
様
式
及
び
別
表
第
十
四
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」の
よ
う

に
記
入
・
押
印

」
を
「氏

名

」の
よ
う
に
記
入

」
に
、
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「
氏
フ
リ
ガ
ナ

（姓

）

（名

）

を

漢
字

（姓

）

（名

）

名
印

氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
ま
す

。

、

」

「

氏
フ
リ
ガ
ナ

（姓
）

（名

）

に
改
め
る
。

漢
字

（姓

）

（名

）

名

」

第
二
条
の
表
の
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
中
の
別
表
第
六
号
中
「
（自

筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。

、

）
」
、
「
（代

表
者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。

）
」
及
び
「㊞

」
を
削
る
。

、

第
二
条
の
表
の
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
中
の
別
表
第
六
号
の
二
中

「
（学

校
長
が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

。

）
印

を
削
る
。

、

」
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第
二
条
の
表
の
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
中
の
別
表
第
七
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
二
条
の
表
の
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
中
の
別
表
第
十
号
及
び
別
表
第
十
二
号
中
「氏

名
㊞

」の
よ
う
に
記
入
・
押
印

」
を
「氏

名

」の
よ
う
に
記
入

」
に
、

「

氏
フ
リ
ガ
ナ

（姓
）

（名

）

を

漢
字

（姓

）

（名

）

名
印

氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
ま
す

。
、

」

「

氏
フ
リ
ガ
ナ

（姓

）

（名

）

に
改
め
る
。

漢
字

（姓

）

（名

）

名

」

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


